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第２４３回山形県建築審査会 議事録 

 

日 時：令和元年10月29日（火） 

場 所：あこや会館 ２０２会議室 

 

【午前９時３０分 開会】 

出 席  佐藤委員、吉原委員、鑓水委員、鈴木委員 

欠 席  松山委員、粕谷委員、齊藤委員 

事務局  建築住宅課：櫻井、佐藤、氏家、石川、川越 

都市計画課：佐藤 

 

（建築住宅課長の挨拶後に、建築基準法上の建築審査会の位置付けの説明、委員・事務局の紹介、

審査会委員の辞令書の交付を行った。また、事務局より審査会成立の報告があった。） 

 

事務局 

（任期満了により審査会長未選任であるため、事務局より佐藤委員が推薦された。各委員選任に

ついて異議なし。） 

佐藤会長 

（佐藤会長より会長代理として粕谷委員が推薦された。各委員選任について異議なし。） 

（議事録署名人を吉原委員と鑓水委員に依頼。） 

議第１号「建築基準法 44 条第１項第二号の規定による許可のための同意について」事務局の

説明を求めます。 

事務局 

（建築基準法44条第１項第二号の規定による許可について説明があった。） 

佐藤会長 

ただいま事務局より説明がありましたが、ご質問ご意見ございましたらお願いします。 

鑓水委員 

  既存のバス停はどこにありますか。 

事務局 

  既存バス停は、配置図の市民バス停予定地の東側の新築米沢市役所への進入路予定の歩道上に

あります。今回、市庁舎の新築に伴い、進入路の付け替えがあり、既存バス停を移設する必要が

あります。 

鑓水委員 

  市民バス以外の山交バスのバス停は別にありますか。 

 



－2－ 

事務局 

  山交バスも今回申請のバス停と共用となっています。 

鈴木委員 

歩道は融雪歩道ですか。 

事務局 

  現時点では把握していないため、確認し報告します。 

吉原委員 

横断図の点字ブロックが、バス停に近すぎませんか。 

事務局 

  配置図では一定の離れがあるため、横断図の図示の誤りだと思います。確認し報告します。 

佐藤会長 

  他に意見もないようですので、議第１号については、①歩道は融雪歩道か、②点字ブロックの

位置の２点を確認した上で、審査会として同意することでいかがでしょうか。 

  異議がないようですので、そのようにすることといたします。 

佐藤会長  

次に、議第２号「建築基準法第４３条第２項第二号の規定による許可の包括同意について」事

務局の説明を求めます。 

事務局 

（建築基準法第４３条第２項第二号の規定による許可の包括同意に係る報告案件３件について 

説明があった。） 

佐藤会長 

  ただいま事務局から説明がありました報告について、質問、意見がありましたらお願いします。 

ないようですので、県から提出された議題については以上であります。 

  委員の皆様には慎重にご審議をいただき、ありがとうございました。 

  議事はこれで終了いたします。 

事務局 

  これをもちまして第２４３回山形県建築審査会を閉会いたします。 

 

【午前１０時１５分 閉会】 
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山形県建築審査会長                     

 

 

議事録署名人 

 

 

山形県建築審査会委員                    

 

 

山形県建築審査会委員                    
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【別紙】 

 

山形県建築審査会閉会後に事務局で確認した事項は以下のとおりです。 

  ① 歩道は融雪歩道ではありません。（機械除雪） 

② 横断図の点字ブロックの位置は図示誤りでしたので修正します。 

また、配置図に記載の位置も現在の設置位置であり、最終的な設置位置は今後、道路管理

者が決定して施工するとのことです。 

 

 


